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　平成27年度固定資産縦覧帳簿の縦覧と固定資産課
税台帳の閲覧は、表のとおりです。

納税通知書は４月上旬発送
　固定資産税・都市計画税の納税通知書は、４月上旬
に発送する予定です。（第１期納期限は４月30日㈭です）

課税明細書は申告に使えます
　固定資産税・都市計画税の明細(資産の所在、課税
標準額、税額などを明記)は、納税通知書と一緒につづ
られています。
　ただし、資産が多い場合は、別紙となっていることがあ
りますので、ご注意ください。
　この課税明細書は、翌年の確定申告で不動産所得や
営業所得などの必要経費の算定資料として使用するこ
とができますので、大切に保管してください。

（※）本人確認書類
○１点で済むもの
　納税通知書、運転免許証など公的機関発行の写真付の身分証明
書
○２点必要なもの
　健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、法人発行の身分
証明書など

縦覧帳簿の縦覧方法
手書きによる書き写しは可能ですが、コピーなどはできません。

問い合わせ　市民税務課 ☎59２１２９

問
い
合
わ
せ
　
市
民
税
務
課 

☎
59
２
１
２
７

問い合わせ　市民税務課 ☎59２１２７

○納付書は、各納期分をまとめて送付します。大切に保管し、納期限までに納めてください。
○納付の窓口は次のとおりです。
　四国銀行・佐伯中央農業協同組合・広島信用金庫・広島銀行・もみじ銀行・山口銀行・西京銀行・中国労働金庫の本店および各支店、広島県
信用漁業協同組合連合会（本店・各支店および各代理店）、中国５県内のゆうちょ銀行および郵便局、大竹市役所（市民税務課および各支所）
○口座振替が便利です。ゆうちょ銀行を含む上記の金融機関で手続きができます。引き落としを希望する口座の通帳および通帳の届出印をお持
ちの上、上記の金融機関で手続きをしてください。
　なお、申込用紙は市内の金融機関のみ備え付けています。市外の本店・各支店で手続きを希望する場合には、申込用紙を送付しますのでお問
い合わせください。
○詳しくは、当年度の納税通知書などをご覧ください。

　特別徴収分の引き落とし日は次のとおりです。
　詳しくは、当年度の納税通知書などをご覧ください。

　次の表の（ア）から（オ）のいずれかに該当す
る場合は減免の対象となります。

　平成27年度の納期限は次のとおりです。納め忘れのないようにお願いします。
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対象となる軽自動車

固定資産の縦覧・閲覧 納期限のお知らせ（普通徴収）
平成27年度

特別徴収分（年金からの天引き分）引き落とし日

縦覧帳簿の縦覧 固定資産課税台帳の
閲覧

期間
４月１日㈬～４月３０日㈭

（土・日曜日、祝日を除く）
８時３０分～１７時１５分

４月１日㈬～随時
（土・日曜日、祝日を除く）
８時３０分～１７時１５分

縦覧・
閲覧
場所

市民税務課固定資産税係（市役所２階）

縦覧・
閲覧が
できる

方

○固定資産税の納税者
○納税者と同居の家族
○代理人

○固定資産税の納税義
務者

○納税義務者と同居の
家族

○代理人
○借地、借家人

必要な
もの

○本人確認書類（※）
○委任状（代理人が縦

覧するとき）

○本人確認書類（※）
○委任状（代理人が閲

覧するとき）
○契 約 書などの書 類
（借地、借家人が閲
覧するとき）

手数料 無料
１件につき２００円（た
だし縦 覧 期 間中は無
料）

軽自動車の
所有者 運転者 使用の目的

（ア） 本人 本人 特に問わない

（イ） 家族 本人

本人の通学、通院、通
所、生業などのために
専ら使用すること

（ウ） 本人 家族

（エ） 家族 家族

（オ）
身体障害者など
のみで構成され
る世帯の構成員

常時
介護者

※　「軽自動車」は自家用車に限ります。また、「本人」とは身体障害
者、戦傷病者、知的障害者および精神障害者を（障害の級･程度
によっては対象とならない場合があります）、「家族」とは本人と
生計を一にしている人をいいます。
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